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北杜市告示第１１０号 

 

 北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱を次のように

定める。 

 

令和７年１０月１日 

 

北杜市長 大 柴 邦 彦    

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱 

 (趣旨) 

第１条 この告示は、子育て世代が理想の子どもの数を実現できる住環境の整備を図

るとともに、地域の住宅産業の振興及び優良住宅の普及を促進するため、やまなし

ＫＡＩＴＥＫＩ住宅の基準を満たし建築された住宅を取得した者に対し、予算の範

囲内において、北杜市補助金等交付規則（平成１６年北杜市規則第５１号）及びこ

の告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第２条 この告示において使用する用語は、やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅認定制度要

綱（令和７年３月２５日付け建住第５１６０号。以下「認定要綱」という。）及び

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱（令和７年３月２８日

付け建住第５１６３号）において使用する用語の例による。 

 (交付対象住宅) 

第３条 補助金の交付の対象となる認定住宅（以下「交付対象住宅」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、一の住宅（共同住宅等にあっ

ては一の住戸）につき、補助金の交付は１回限りとする。 

(１) 市の区域内に存する認定住宅であること。 

(２) 県内事業者が建築の工事を施工した認定住宅であること。 

(補助対象者) 

第４条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 自ら居住することを目的に交付対象住宅を取得した者であること。 

(２) 第６条第２項の規定による申請の日において、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている住所が

当該申請に係る交付対象住宅の所在地となっている者であること。 

(３) 市税、市債務その他の徴収金を滞納していない者であること。 

(４) 補助対象者の世帯内及び同居者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員がいない
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者であること。 

(５) 認定要綱第３条第４項の規定によるやまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅認定通知

書（以下「認定通知書」という。）の通知の日又は認定住宅を購入した日から

起算して６箇月以内に第６条第２項の規定による申請を行う者であること。 

(補助金の額) 

第５条 補助金の額は、別表（ア）欄の区分に応じて、子育て世帯等にあっては（イ）

欄に掲げる額、子育て世帯等以外にあっては（ウ）欄に掲げる額とする。 

(補助金の交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ、認定要綱第４条第１項の確認を求めるよう努めなければならない。 

２ 申請者は、北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付申請書

（様式第１号。以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、申請す

る日の属する年度の２月末日までに、市長に提出しなければならない。 

 (１) 認定通知書の写し 

 (２) 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し 

 (３) 認定住宅の建築の工事を施工した県内事業者に係る建設業の許可の通知書

の写し 

 (４) 申請者の口座情報が分かるものの写し 

 (５) 申請者の本人確認書類の写し 

 (６) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定等) 

第７条 市長は、交付申請書の提出があったときは、速やかに関係書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査により交付すべきものと認めたときは、北杜市やまなしＫ

ＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する通知に、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に補助金を

交付するものとする。 

(決定の取消し) 

第８条 市長は、補助金の交付を受けた者（以下「補助決定者」という。）が次の各

号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

(１) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

(３) 認定要綱第８条第１項の認定の取消しがあったとき。 

(４) 認定住宅に係る法令に基づく処分に違反したとき。 
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(５) この告示の規定に違反したとき。 

 (６) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、北杜市やま

なしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付決定取消通知書（様式第３号）

により補助決定者に通知するものとする。 

(補助金の返還) 

第９条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減

額した場合で既に補助金の全部又は一部が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、北杜市やまなしＫＡＩ

ＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金返還命令書（様式第４号）により補助決定者に

通知するものとする。 

(加算金及び延滞金) 

第１０条 補助決定者は、第８条第１項の規定による取消しに関し、補助金の返還を

命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応

じ、当該補助金の額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を市に

納付しなければならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助決定者の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当

該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

３ 補助決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期の日までに納付しなかった

ときは、納期の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１

０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

４ 市長は、前３項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助

決定者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

(財産の処分の制限) 

第１１条 補助決定者は、取得した交付対象住宅（以下この条において「取得財産」

という。）に係る認定通知書の通知の日から起算して１０年（以下「財産処分制限

期間」という。）を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、取得財産を補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

取り壊してはならない。 

２ 補助決定者は、前項の承認を受けようとする場合は、北杜市やまなしＫＡＩＴＥ

ＫＩ住宅普及促進事業費補助金財産処分承認申請書（様式第５号。以下「承認申請

書」という。）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、承認申請書の提出があったときは、交付した補助金のうち取得財産を補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は
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取り壊した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を期限を

定めて返還させるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたと

きは、この限りでない。 

４ 市長は、前項の規定による補助金の返還を受け取得財産の処分を承認する場合は、

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業補助金財産処分承認通知書（様式

第６号）により補助決定者に通知するものとする。 

(書類の保管) 

第１２条 補助決定者は、交付対象住宅の取得費用及び補助金に係る収入及び支出を

明らかにした証拠書類（以下「証拠書類」という。）を整備し、当該補助対象事業

が完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

(報告及び検査) 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、補助決定者に対し、報告を求め、又

は関係職員を派遣して証拠書類を検査させることができる。 

(その他) 

第１４条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

(有効期限) 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示に

基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有

する。 

別表（第５条関係） 

（ア） 

認定住宅の種類 

及び県産木材の使用量の区分 

補助金の額 

（イ） 

子育て世帯等 

（ウ） 

子育て世帯等以外 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅 
４０万円 ２０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／Ｚ

ＥＲＯ 
６０万円 ４０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／Ｆ

ＯＲＥＴ 
次のいずれか 次のいずれか 

 県産木材の使用量が５立方メー

トル以上であり、かつ、木材使用

量の３０パーセント以上である

場合 

８０万円 ６０万円 
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県産木材の使用量が７．５立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の４０パーセント以上であ

る場合 

１００万円 ８０万円 

県産木材の使用量が１０立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の５０パーセント以上であ

る場合 

１２０万円 １００万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／Ｚ

ＥＲＯ・ＦＯＲＥＴ 
次のいずれか 次のいずれか 

 県産木材の使用量が５立方メー

トル以上であり、かつ、木材使用

量の３０パーセント以上である

場合 

１００万円 ８０万円 

県産木材の使用量が７．５立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の４０パーセント以上であ

る場合 

１２０万円 １００万円 

県産木材の使用量が１０立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の５０パーセント以上であ

る場合 

１４０万円 １２０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノ

ベ 
６０万円 ４０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノ

ベ／ＺＥＲＯ 
８０万円 ６０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノ

ベ／ＦＯＲＥＴ 
次のいずれか 次のいずれか 

 県産木材の使用量が５立方メー

トル以上であり、かつ、木材使用

量の３０パーセント以上である

場合 

１００万円 ８０万円 

県産木材の使用量が７．５立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の４０パーセント以上であ

１２０万円 １００万円 
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る場合 

県産木材の使用量が１０立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の５０パーセント以上であ

る場合 

１４０万円 １２０万円 

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノ

ベ／ＺＥＲＯ・ＦＯＲＥＴ 
次のいずれか 次のいずれか 

 県産木材の使用量が５立方メー

トル以上であり、かつ、木材使用

量の３０パーセント以上である

場合 

１２０万円 １００万円 

県産木材の使用量が７．５立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の４０パーセント以上であ

る場合 

１４０万円 １２０万円 

県産木材の使用量が１０立方メ

ートル以上であり、かつ、木材使

用量の５０パーセント以上であ

る場合 

１６０万円 １４０万円 

様式第１号（第６条関係） 

（表面） 

年  月  日  

 

 北杜市長      様 

 

申請者 住 所          

氏 名          

連絡先          

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付申請書 

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費の交付を受けたいので、北杜市

やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定に

より、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

１ 認定住宅の種類（いずれかにチェック） 
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チェック欄 認定住宅の種類 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／ＺＥＲＯ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／ＦＯＲＥＴ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅／ＺＥＲＯ・ＦＯＲＥＴ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノベ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノベ／ＺＥＲＯ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノベ／ＦＯＲＥＴ 

 やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅リノベ／ＺＥＲＯ・ＦＯＲＥＴ 

２ 県産木材使用区分（いずれかにチェック） 

チェック欄 項   目 

 次のいずれにも該当しない 

 ５立方メートル以上、かつ、木材使用量の３０パーセント以上 

 ７．５立方メートル以上、かつ、木材使用量の４０パーセント以上 

 １０立方メートル以上、かつ、木材使用量の５０パーセント以上 

３ 申請者の情報 

ふりがな  生年月日 

氏名  年  月  日 

住所及び連絡先 
 

電話番号 

世帯人数                   人 

世帯の筆頭者      

子育て世帯等の

該当 
□該当する    □該当しない 

※ 子育て世帯等：「１８歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが３９

歳以下の世帯 

４ 代表となる施工者の情報 

法人名  

代表者氏名  

建設業許可  

本店所在地  

電話番号  

５ 補助金交付申請額 

円  
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６ 補助金振込先 

金融機関名 
銀行 信用金庫 

信用組合 農協 

本店  支店 

支所 出張所 

預金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

※ 申請者と同一名義であること 

７ 添付書類 

 (１) やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅認定通知書の写し 

 (２) 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し 

 (３) 認定住宅の建築の工事を施工した県内事業者に係る建設業の許可の通知書

の写し 

 (４) 申請者の口座情報が分かるものの写し 

 (５) 申請者の本人確認書類の写し 

 (６) その他市長が必要と認める書類 

 

（裏面） 

 

   北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金申請審査のための

同意書 

 

私は、北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第４条に

規定する補助要件を確認するため、北杜市の担当課の職員が次のことについて調査す

ることに同意します。 

 

１ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市が備える住民基本台

帳の記録を確認すること。 

２ 北杜市が保有する市税、市債務その他の徴収金の納付状況を確認すること。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員であるか否かについて山梨県警察本部に照会するこ

と。 

 

署名欄 

 (１) 要件確認が必要となる全ての者が自署してください。 

 (２) 世帯員が未成年者の場合は、世帯員氏名を記入した上で、法定代理人欄に同

人が自署してください。 
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申請者（世帯員）氏名 法定代理人氏名 

  

  

  

  

  

様式第２号（第７条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

 

北杜市長         □印   

 

   北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付（不交付）決定

通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及

促進事業費補助金の交付については、次のとおり決定したので、北杜市やまなしＫＡ

ＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により通知しま

す。 

 

１ 交付決定額                円 

２ 交付の条件 

３ 不交付の理由 

様式第３号（第８条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

 

北杜市長         □印   

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付決定取消通知  
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書 

 

   年  月  日付け    第  号で交付決定した北杜市やまなしＫＡＩ

ＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金については、次のとおり補助金を取り消すことと

しましたので北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第

８条第２項の規定により通知します。 

 

１ 交付対象住宅の所在地 

２ 補助金取消額              円 

３ 取消しの理由 

様式第４号（第９条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

 

北杜市長         □印   

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金返還命令書 

 

   年  月  日付け    第  号で交付決定を取り消した北杜市やまな

しＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金については、北杜市やまなしＫＡＩＴＥ

ＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第９条第２項の規定により、次のとおり補助

金の返還を命じます。 

補助金の返還に際し、北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交

付要綱第１０条各項の規定により、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除

き、それぞれ年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金及び延滞金が課されま

す。 

 

１ 交付対象住宅の所在地 

２ 返還金額              円 

３ 返還期限        年  月  日 

様式第５号（第１１条関係） 

 

年  月  日  
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北杜市長      様 

 

申請者 住 所          

氏 名          

連絡先          

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金財産処分承認申請 

書 

 

   年  月  日付け  第  号で交付決定された北杜市やまなしＫＡＩＴ

ＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金により取得した財産を次のとおり処分したいので、

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第１１条第２項

の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 処分しようとする財産の明細 

２ 処分の内容及び方法 

３ 処分予定年月日 

４ 財産処分による収入 

５ 処分を行う理由 

６ 上記を証明するための添付書類 

様式第６号（第１１条関係） 

 

第     号  

年  月  日  

 

      様 

 

北杜市長         □印   

 

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金財産処分承認通知

書 

 

   年  月  日付けで申請のあった北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及

促進事業費補助金により取得した財産の処分については、次のとおり承認したので、

北杜市やまなしＫＡＩＴＥＫＩ住宅普及促進事業費補助金交付要綱第１１条第４項
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の規定により通知します。 

 

１ 処分しようとする財産の所在地 

２ 処分の内容及び方法 

 


